
日医発第 1553号（技術） 

令 和 ４ 年 １ １ 月 ４ 日 

 

都道府県医師会 担当理事  殿 

 

公益社団法人日本医師会常任理事 

宮 川  政 昭 

（公印省略） 

 

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時期流行に備えた 

医療用解熱鎮痛薬の安定供給について（周知依頼） 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

医療用解熱鎮痛薬については、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、

その需要が急増している状況を踏まえ、現在、製造販売業者において増産が続け

られ、厚生労働省の指示に基づき、医療機関等への供給が行われている状況です。  

今冬は新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時期流行が想

定されており、同時期流行した場合、特に小児向けの解熱鎮痛薬の逼迫が予想さ

れます。 

そのため、医療用解熱鎮痛薬については、「アセトアミノフェン製剤の安定供給

について（周知依頼）」（令和４年８月１日付け日医発第 828 号(技術))及び「医療

用解熱鎮痛薬の安定供給について」（令和４年８月２４日付け日医発第 981 号(技

術)）を以てお知らせしている対応について、改めてご留意いただきたくお願い申

し上げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 



日医発第 828号（技術） 

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 

 

都道府県医師会 担当理事  殿 

 

公益社団法人日本医師会常任理事 

宮 川  政 昭 

（公印省略） 

 

アセトアミノフェン製剤の安定供給について（周知依頼） 

 

今般、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より、各都道府県等衛生

主管部（局）宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、本会に対しても周知方

依頼がありました。 

本事務連絡は、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、その治療薬であ

るアセトアミノフェン製剤の需要が急増している状況を踏まえ、小児など必要と

されている方へ安定的に継続してアセトアミノフェン製剤を供給するための対応

を周知依頼するものです。 

具体的には、「１．アセトアミノフェン製剤については、返品が生じないよう、

買い込みは厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いし

たいこと」、「２．解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬

として他の解熱鎮痛薬（イブプロフェン、ロキソプロフェンなど）の使用につい

ても考慮していただきたいこと。その際、１．と同様に買い込みを厳に控えてい

ただきたいこと」が示されております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 


テキスト ボックス
（写）



 

事  務  連  絡 

令 和 ４ 年 ７ 月 2 9 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

         

                厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

アセトアミノフェン製剤の安定供給について（周知依頼） 

 

 厚生労働行政について、平素より多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、標記について、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部（局）宛別紙写

しのとおり連絡いたしましたので、貴会会員への周知につき御配慮いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 



事 務 連 絡 

令和４年７月 29 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区                  

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

アセトアミノフェン製剤の安定供給について 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上

げます。 

今般、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、その治療薬であるアセト

アミフェン製剤の需要が急増していると承知しています。 

ついては、別添の日本小児科学会からのアセトアミノフェン製剤の安定供給

に関する要望等をふまえ、小児など必要とされている方へ安定的に継続してア

セトアミノフェン製剤を供給することができるよう、下記のとおりの対応につ

いて、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者等へ周知いただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１．アセトアミノフェン製剤については、返品が生じないよう、買い込みは

厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたい

こと。 

２．解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として

他の解熱鎮痛薬（イブプロフェン、ロキソプロフェンなど）の使用につい

ても考慮していただきたいこと。 

  その際、１．と同様に買い込みを厳に控えていただきたいこと。 

 

（参考） 

新型コロナウイルスに関する Q&A（医療機関・検査機関の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_f

ever_qa_00004.html#Q22 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q22
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q22


別添



日医発第 981号（技術） 

令和４年８月２４日 

 

都道府県医師会 担当理事  殿 

 

公益社団法人日本医師会常任理事 

宮 川  政 昭 

（公印省略） 

 

医療用解熱鎮痛薬の安定供給について 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

今般、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より各都道府県等衛生

主管部（局）宛に標記の事務連絡が発出され、本会に対しても情報提供がありま

した。 

アセトアミノフェン製剤については、「アセトアミノフェン製剤の安定供給につ

いて（周知依頼）」（令和４年８月１日付け日医発第 828 号(技術)にて貴会宛てに

送付済み）において、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、その需要が

急増している状況を踏まえ、小児など必要とされている方へ安定的に継続してア

セトアミノフェン製剤を供給するための対応について周知を依頼しているところ

です。 

本事務連絡は、今般、代替薬となるイブプロフェン製剤やロキソプロフェン製

剤についても需要が増加していることから、解熱鎮痛薬を必要とされている方へ

継続して供給できるようにするため、改めて、解熱鎮痛薬の購入に当たっては、

返品が生じないよう、当面の必要量に見合う量のみの購入としていただくようお

願いするものです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 


テキスト ボックス
（写）



事 務 連 絡 

令和４年８月 19 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

 

医療用解熱鎮痛薬の安定供給について 

 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上

げます。 

新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、その治療薬であるアセトアミ

フェン製剤の需要が急増したことを踏まえ、「アセトアミノフェン製剤の安定供

給について」（令和４年７月 29日付け医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡）

において、アセトアミノフェン製剤について、必要量に見合う量のみの購入や代

替薬の使用について連絡したところです。 

今般、アセトアミノフェン製剤の代替薬となるイブプロフェン製剤やロキソ

プロフェン製剤についても需要が増加しており、各製造販売業者による増産等

の対応が行われていますが、解熱鎮痛薬を必要とされている方へ継続して供給

できるようにするため、解熱鎮痛薬の購入に当たっては、返品が生じないよ

う、買い込みは厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入とし

ていただくよう、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者等へ周知

いただきますようお願いいたします。 

 


